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横
田
小
学
校
で
十
一
月
五
日
、

「
人
権
の
樹
」
の
贈
呈
式
と
植
樹

（
雲
南
人
権
擁
護
委
員
協
議
会
主

催
）
が
行
わ
れ
、
全
校
児
童
百
七

十
人
や
関
係
者
が
出
席
し
ま
し
た
。

　
同
校
で
は
、
三
年
前
か
ら
人
権

の
花
づ
く
り
に
取
り
組
み
、
そ
の

お
礼
と
し
て
、
雲
南
人
権
擁
護
委

員
協
議
会
か
ら
、
今
後
よ
り
一
層

の
思
い
や
り
の
心
、
命
や
友
達
を

大
切
に
す
る
心
の
深
ま
り
を
願
い

ハ
ナ
ミ
ズ
キ
が
贈
ら
れ
ま
し
た
。

　
ハ
ナ
ミ
ズ
キ
は
、
明
治
時
代
に

日
本
が
贈
っ
た
桜
の
お
礼
と
し
て
、

ア
メ
リ
カ
か
ら
贈
ら
れ
た
友
好
の

象
徴
と
さ
れ
、
四
季
折
々
に
楽
し

む
こ
と
の
で
き
る
樹
で
す
。

　
植
樹
で
は
、
児
童
を
代
表
し
て
、

横
山
乃
輝
君
（
六
年
）
と
藤
原
夏

絵
さ
ん
（
五
年
）
が
、
同
協
議
会

の
蓮
岡
法
　
会
長
ら
と
共
に
、
校

庭
の
一
角
に
苗
木
を
丁
寧
に
植
え

ま
し
た
。

　
ま
た
、
環
境
委
員
長
の
淺
野
風

夏
さ
ん
（
六
年
）
が
「
こ
の
樹
を

大
事
に
育
て
、
こ
れ
か
ら
も
自
分

の
命
、
友
達
へ
の
思
い
や
り
の
気

持
ち
を
大
切
に
し
た
い
」
と
お
礼

の
こ
と
ば
を
述
べ
ま
し
た
。

　
最
後
に
、
六
年
生
全
員
が
、
人

権
の
樹
が
元
気
に
育
つ
よ
う
願
い

詩
を
朗
読
し
、
参
加
者
全
員
が
人

権
を
大
切
に
し
よ
う
と
心
に
誓
い

ま
し
た
。

な
い

き

ふ
う

ほ
う
し
ょ
う

か

か え

大きく育て　思いやりの木

横田小学校で横田小学校で
　「人権の樹」「人権の樹」を植樹を植樹

「人権週間」が始まります
　人権とは、人間が人間らしく生きる権利で、すべての人々が生まれながらにして持っている
基本的な権利です。この「人権週間」にあたり、２１世紀が「人権の世紀」であることを改め
て思い起こし、私たち一人ひとりが「人権」を尊重することの大切さを正しく認識し、「明る
く豊かな住みよい社会」をつくりましょう。

特設人権相談所（無料・秘密厳守）が開設になります

　いじめ、差別などの人権問題でお困りの方の相談に応じます。
【日　時】平成２１年１２月４日（金）午前１０時～午後３時
【会　場】カルチャープラザ仁多　１階　和室
　　　　　横田コミュニティセンター　１階　青年室
〈当町の人権擁護委員は次の方々です。お気軽にご相談ください。〉
　　　田　部　　亨　　　　高　橋　正　美　　　吉　川　忠　夫
　　　尾　　　幹　雄　　　藤　原　多加子　　　千　原　真　里

　（財）日本遺族会では「戦没者遺児による慰霊友好親善事業」の参加者を募集します。
　同事業は、厚生労働省からの委託・補助を受け実施しており、先の大戦で父等を亡くした戦
没者の遺児を対象として、旧戦域を訪れ、慰霊追悼を行うとともに、同地域の方々と友好親善
を図ることを目的としています。費用は、賛助金として一律１０万円です。
　
<実施地域>
　①西部ニューギニア　②東部ニューギニア　③フィリピン
　④ミャンマー　⑤中国
　　お申込みは、お住まいの各都道府県遺族会へ

人 KENまもる君＆人 KENあゆみちゃん

１２月４日から１０日まで「人権週間」です。

人権イメージキャラクター

「戦没者遺児による慰霊友好親善事業」「戦没者遺児による慰霊友好親善事業」の参加者を募集しますの参加者を募集します〈基　　準〉平成21年10月１日現在、奥出雲町で住民登録または外国人登録をされている方
〈対 象 者〉平成15年４月２日から平成18年４月１日生まれまでの子どもがいる世帯の世帯主
〈支 給 額〉対象児童１人につき36,000円
〈申請方法〉11月20日から受給申請用紙を送付しています。この申請書に必要事項を記入の上、
　　　　　　郵送または下記窓口に提出して下さい。
〈申請期限〉平成22年２月26日（金）まで
〈支給予定日〉12月４日までの申請受付分は、年内の支給を予定しています。

＜お問合せ先＞
　町民課　有線31-5104・電話54-2510
＜申請窓口＞
　町民課（仁多庁舎）・町民福祉係（横田庁舎）

保　育　所
【入所対象者】小学校就学始期に達するまでの児童で、家庭での保育ができない児童
　　　　　　　（平成１６年４月２日以降に生まれた児童）
【入 所 定 員】横田保育所　　９０名　　　三成保育所　１２０名
　　　　　　　馬木幼児園　　５５名　　　阿井保育所　　５５名
【受 付 期 間】１１月３０日（月）から１２月１８日（金）まで
【入 所 手 続】〇入所手続きなど詳しいことは、各自治会配布の回覧文書をご覧下さい。
　　　　　　　○入所申込用紙等は、役場町民課または各保育所にあります。
　　　　　　　○現在、保育所に入所しているお子さんについては、申込用紙を各保育所を通じ
　　　　　　　　てお渡しします。

　＊19：00までの延長保育を実施します。
　　　　　　　（お問合せ先）各保育所・町民課　有線31-5104　電話54-2510　

幼　稚　園
【入園対象者】　平成２２年４月１日時点の年齢
　　　　　　　①３歳児　平成１８年４月２日～平成１９年４月１日生まれの幼児
　　　　　　　②４歳児　平成１７年４月２日～平成１８年４月１日生まれの幼児
　　　　　　　③５歳児　平成１６年４月２日～平成１７年４月１日生まれの幼児
【通 園 区 域】　各区域とも小学校区とします。（ただし、高尾小学校区は三成幼稚園に、高田
　　　　　　　　小学校区は亀嵩幼稚園となります。）
【受 付 期 間】　１１月３０日(月)～１２月１８日(金)まで
【入 園 手 続】　各幼稚園及び教育委員会に備え付けの入園願書に必要事項を記入の上、幼児本
　　　　　　　　人の住民票抄本を添えて、該当の幼稚園へ提出ください。

　　　　※　詳細は自治会回覧文書、各幼稚園又は教育委員会へお問合せください。　
　　　　（お問合せ先）　　教育委員会学校教育係　　有線　20－4264　電話　52－2680

「子育て応援特別手当」を支給します「子育て応援特別手当」「子育て応援特別手当」を支給しますを支給します

来年来年4月に入所・入園する月に入所・入園する

保育所・幼稚園の園児を募集します保育所・幼稚園の園児を募集します
【お申込み受付期間】【お申込み受付期間】　　　　1111月3030日(月)～1212月1818日（金）（金）

保　育　時　間
（平　日） （土曜日） （平　日） （土曜日）

8：30～16：30 8：30～11：30 7：30～18：30 7：30～17：30

開　所　時　間

横 田 保 育 所
馬 木 幼 児 園
三 成 保 育 所
阿 井 保 育 所

日程の詳細は、
（財）日本遺族会事業課事業係
０３―３２６１―５５２１
内線３６５６～８まで。
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の
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▲「人権の樹」の成長を願って植樹


